
 

 

 
 

 

 

 

令和６年１２月２０日（金）～令和７年２月３日（月）［当日消印有効］ 
 

 
〈郵送・持参〉 〒892-8677 鹿児島市山下町１１番１号 本館２階 

鹿児島市役所 保育幼稚園課 
〈ﾌｧｯｸｽ〉 099-216-1284  〈電子ﾒｰﾙ〉 hoi-kikaku@city.kagoshima.lg.jp 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住所、氏名等をご記入ください 

【必須】 

 住 所 （〒   -                                ） 

 

（ 市内に通勤 ・ 市内に通学 ・ 市内に事務所又は事業所を有する ・ 市内の子育て支援施設等を利用 ） 

 氏 名 （                ） 電 話（               ） 

【任意】 

 年 齢 （      ）歳 

 意見募集を何で知りましたか 

 市民のひろば  ・ 市ホームページ ・ 市の施設      ・ 担当課からの情報提供 

 市の公式アプリ ・ 市の公式 LINE  ・ Ｘ（旧ツイッター） ・ フェイスブック 

その他（            ） 

【ご意見欄】 
※記入方法はご自由ですが、できましたら「○ページの○○について」など、見出しをつけて 

  いただけますと幸いです。（用紙が不足する場合は、任意の用紙でも結構です） 

◆第１章 総則  

安全計画の策定等や

秘密保持等など 

（従うべき基準） 

素案１ページ 

 

 

 

 

最低基準の目的や 

非常災害対策など 

（参酌すべき基準） 

素案２～３ページ 

○非常災害対策（本市独自基準） 

 

 

○その他基準 

 

 

 

 

鹿児島市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例

の素案について 

【記入用紙】 

意 見 の 募 集 期 間  

※住所が市外の方は、次のいずれかに○をつけてください。 

意 見 の 提 出 先 

（裏面あり→） 



 

 

◆第２章 乳児等通園支援事業 

○通則・共通事項 

事業の区分や 

支援の内容 

（従うべき基準） 

素案４ページ 

 

 

 

 

保護者との連絡や 

電磁的記録 

（参酌すべき基準） 

素案４ページ 

 

 

 

 

○一般型乳児等通園支援事業 

設備（調理設備）の

基準や職員の基準 

（従うべき基準） 

素案４～５ページ 

 

 

 

 

設備（調理設備以外） 

の基準 

（参酌すべき基準） 

素案５～６ページ 

 

 

 

 

○余裕活用型乳児等通園支援事業 

設備及び職員の基準 

（従うべき基準） 

素案６ページ 

 

 

 

 

◆その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記入用紙】 


